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Smart Data Platformサービス利用規約 別冊(ネットワーク) Smart Data Platformサービス利用規約 別冊(ネットワーク) 

 

別紙1 相互接続/関連サービス提供条件等 

1 （略） 

 

別紙1 相互接続/関連サービス提供条件等 

1 （略） 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

(1) Flexible InterConnect 

A 提供条件等 

 

2 各メニュー等の提供条件等 

(1) Flexible InterConnect 

A 提供条件等 

 (A) Flexible InterConnectの種類 

  Flexible InterConnectには、次の種類があります。 

 a Flexible InterConnectプレミアム 

 Flexible InterConnectスタンダード（bに定めるものをいいます。）の信頼性を

高めたものであって、プレミアムのFlexible InterConnectリソース（以下Flexib

le InterConnectリソースをFICリソースといいます。）又はスタンダード/プレミ

アム（Flexible InterConnectプレミアム又はFlexible InterConnectスタンダー

ドの双方で利用可能なものをいいます。以下同じとします。）のFICリソースを用

いてFlexible InterConnectを構成するもの 

 b Flexible InterConnect スタンダード 

 スタンダードのFICリソース又はスタンダード/プレミアムのFICリソースを用

いてFlexible InterConnectを構成するもの 

  

(B) FICリソースに係るもの 

(A) FIC-Portに係るもの  a FIC-Port 

 メニュー 提供条件等   メニュー 提供条件等  

 FIC-Port（B

asic） 

 1 （略）   FIC-Port（B

asic） 

 1 （略）  

        2 当社は、本メニューをスタンダード/プレミア

ムのものとして提供します。 

 

   2 契約者は本メニューの利用にあたり、物理ポー

トの最大伝送速度をプランとして選択するもの

とします。 

    3 （略）  

   3 契約者は、１のテナントにつき、最大16の本メ     4 （略）  



Smart Data Platformサービス利用規約 共通編 【現改⽐較表】 2026年3⽉24⽇時点 

～2026年3⽉23⽇ 2026年3⽉24⽇～ 

 

ニューを利用できるものとします。 

   4 契約者は、そのFIC-Port(Basic)にFIC-Connec

tionが接続されている時は、そのFIC-Port(Basi

c)を廃止することはできません。 

    5 （略）  

 FIC-Port（X

aaS） 

 1 （略）   FIC-Port（X

aaS） 

 1 （略）  

        2 当社は、本メニューをスタンダード/プレミア

ムのものとして提供します。 

 

   2 （略）     3 （略）  

   3 （略）     4 （略）  

   4 （略）     5 （略）  

   5 （略）     6 （略）  

 VLANブロッ

ク 

 1～3 （略）   VLANブロッ

ク 

 1～3 （略）  

 （略）   （略）  

 

(B) FIC-Virtual Portに係るもの 

 

b FIC-Virtual Port 

 メニュー 提供条件等   メニュー 提供条件等  

 FIC-Virtual 

Port（XaaS） 

 1 （略）   FIC-Virtual 

Port（XaaS） 

 1 （略）  

        2 当社は、本メニューをプレミアムのもの又はス

タンダードのものとして提供します。 

 

   2 （略）     3 （略）  

   3 （略）     4 （略）  

  （略） （略）    （略） （略）  

 

(C) FIC-Routerに係るもの 

 

c FIC-Router 

 メニュー 提供条件等   メニュー 提供条件等  

 FIC-Router

（Basic） 

 1 （略）   FIC-Router

（Basic） 

 1 （略）  

        2 当社は、本メニューをプレミアムのもの又はス

タンダードのものとして提供します。 
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   2 （略）     3 （略）  

  （略） （略）    （略） （略）  

 FIC-Router

（XaaS） 

 1 （略）   FIC-Router

（XaaS） 

 1 （略）  

        2 当社は、本メニューをスタンダードのものとし

て提供します。 

 

   2 （略）     3 （略）  

   3 （略）     4 （略）  

 FIC-Router

（Entry） 

 1 （略）   FIC-Router

（Entry） 

 1 （略）  

        2 当社は、本メニューをスタンダードのものとし

て提供します。 

 

   2 （略）     3 （略）  

   3 （略）     4 （略）  

   4 （略）     5 （略）  

   5 （略）     6 （略）  

   6 （略）     7 （略）  

   7 （略）     8 （略）  

   8 契約者が、7に定義する申込上限数に反して余

分にFICエントリーパックを申込み又は利用し

ている場合であって、当社がそれらの事実を把握

したときは、契約者は、当社が予告なくその余剰

申込み又は余剰利用（いずれも最新のものから順

に選定します。）をキャンセル又は廃止する場合

があることについて、予め同意するものとしま

す。 

    9 契約者が、8に定義する申込上限数に反して余

分にFICエントリーパックを申込み又は利用し

ている場合であって、当社がそれらの事実を把握

したときは、契約者は、当社が予告なくその余剰

申込み又は余剰利用（いずれも最新のものから順

に選定します。）をキャンセル又は廃止する場合

があることについて、予め同意するものとしま

す。 

 

 （略）   （略）  

 

(D) L3-Componentに係るもの 

 

d L3-Component 

 メニュー 提供条件等   メニュー 提供条件等  

 FIC-FW  1～6 （略）   L3-Compon FIC-FW 1～6 （略）  
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ent 

 FIC-NAT NAPT又はN

AT 

1～3 （略）    FIC-NAT（N

APT又はNA

T） 

1～3 （略）  

 備考 契約者は、L3-Componentに係るメニュー等の変更を請求することはでき

ません。 

  備考  

1 当社は、L3-Componentをプレミアムのもの又はスタンダードのものとして提

供します。 

 

    2 契約者は、L3-Componentに係るメニュー等の変更を請求することはできませ

ん。 

 

 

(E) FIC-Connectionに係るもの 

 

e FIC-Connection 

  

(a) プレミアムのもの 

     メニュー 提供条件等  

     FIC-Connection（プレミア

ムのものに限ります。以下

(a)において同じとします。） 

1 当社は、Flexible InterConnectに係るFICリソ

ース間又はFICリソースと当社若しくは他社の

クラウド等との間をL3で接続する機能を提供し

ます。 

 

        2 契約者は本メニューの利用に当たり、帯域（そ

のFIC-Connectionに係る符号伝送速度の上限値

とします。）をプランとして選択するものとしま

す。 

 

        3 当社は本メニューの機能に係る通信の品質を

保証しません。ただし、SLA対象となる場合を除

きます。 

 

        4 1のFIC-Port及びFIC-Virtual Port(XaaS)（Pa

ttern Xに限ります。）に接続できるFIC-Connec

tionの上限は、そのFIC-PortのVLANブロックメ

ニューに係るVLANの総数とします。 

 

        5 １のFIC-Routerに接続できるFIC-Connection

（FIC-Router(Basic)間を接続するものを含み

ます。）の上限は256とします。 
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        6 接続先として異なるテナントのFIC-Port(Basi

c)を指定する時は、その異なるテナントに係る契

約者（以下(1) Flexible InterConnectにおいて

「異テナント契約者」といいます。）の承諾を要

します。 

 

        7 接続先としてXaaSのリソースを指定するとき

は、そのXaaSのリソースに係る契約者（以下(1)

 Flexible InterConnectにおいて「XaaS契約者」

といいます。）の承諾を要します。 

なお、プレミアムのものについては、接続先とし

てFIC-Port（XaaS）又はFIC-Virtual Port(Xaa

S)を指定できるものとします。 

 このほか、そのXaaS契約者の契約条件等にあ

らかじめ同意していただく必要があります。 

 

        8 異なるテナントのFIC-Port(Basic)に接続して

いるFIC-Connectionは、その接続先の異テナン

ト契約者が当該テナントを廃止する際に、異テナ

ント契約者によって廃止されることがあります。 

 

        9 FIC-Port（XaaS）又はFIC-Virtual Port(XaaS)

に接続しているFIC-Connectionは、その接続先

のXaaS契約者が当該FIC-Port(XaaS)又はFIC-V

irtual Port(XaaS)を廃止する際に、XaaS契約者

によって、廃止されることがあります。 

 

        10 本欄8及び9に係るFIC-Connectionの廃止に

より、その契約者のFlexible InterConnectの利

用において何らかの不利益が生じる場合がある

ことについて、契約者はあらかじめ同意するもの

とします。 

 

       BGP Filter 

Ingress Pre

fix-List 

1 当社は、FIC-Connectionの付加機能として、 

FIC-Connectionの受信経路フィルタ（FIC-Con

nectionにおいて受信するBGP経路のフィルタ設
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定をいいます。以下、本欄において同じとしま

す。）の上限を拡張する機能を提供します。 

        2 本機能を適用できるFIC-Connectionについて

は、当社のサービスサイト(https://sdpf.ntt.co

m)に定めます。 

 

        3 本機能における受信経路フィルタの拡張可能

な単位数及び最大数は、適用するFIC-Connectio

nによるものとします。 

 この場合において、当社はそのことを当社のサ

ービスサイト(https://sdpf.ntt.com)に定めま

す。 

 

       BGP Filter 

Egress Pref

ix-List 

1 当社は、FIC-Connectionの付加機能として、 

FIC-Connectionの送信経路フィルタ（FIC-Con

nectionにおいて送信するBGP経路のフィルタ設

定をいいます。以下、本欄において同じとしま

す。）の上限を拡張する機能を提供します。 

 

        2 本機能を適用できるFIC-Connectionについて

は、当社のサービスサイト(https://sdpf.ntt.co

m)に定めます。 

 

        3 本機能における送信経路フィルタの拡張可能

な単位数及び最大数は、適用するFIC-Connectio

nによるものとします。 

 この場合において、当社はそのことを当社のサ

ービスサイト(https://sdpf.ntt.com)に定めま

す。 

 

       Increase re

ceived rout

es limit 

1 当社は、FIC-Connectionの付加機能として、 

FIC-Connectionにおいて受信するBGP経路数の

上限を拡張する機能を提供します。 

 

        2 本機能を適用できるFIC-Connectionについて

は、当社のサービスサイト(https://sdpf.ntt.co

m)に定めます。 

 

        3 本機能における受信経路数上限の拡張可能な  
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単位数及び最大数は、適用するFIC-Connection

によるものとします。 

 この場合において、当社はそのことを当社のサ

ービスサイト(https://sdpf.ntt.com)に定めま

す。 

      FIC-Connec

tion 

SDPF Clou

d/Server接

続 

1 当社は、Flexible InterConnectとSDPFサービ

ス（クラウド/サーバー）をFIC-Connectionにて

L3で接続する機能を提供します。 

 

        2 契約者は、契約者と異なる名義のSDPFサービ

ス（クラウド/サーバー）と接続する場合には、

あらかじめそのSDPFサービス（クラウド/サーバ

ー）に係る契約者の同意を得るものとします。こ

の場合において、異なる名義のSDPFサービス（ク

ラウド/サーバー）への接続において生じる責任

は、契約者が負うものとします。 

 

       Amazon W

eb Services

接続 

1 Flexible InterConnectとAmazon Web Serv

ices,Inc.のアプリケーションサービスとの間を

FIC-ConnectionにてL3で接続する機能を提供

します。 

 

        2 契約者は、契約者と異なる名義のAmazon We

b Services,Inc.のアプリケーションサービスと

接続する場合には、あらかじめそのAmazon W

eb Services,Inc.のアプリケーションサービス

に係る契約者の同意を得るものとします。この場

合において、異なる名義のAmazon Web Servi

ces,Inc.のアプリケーションサービスへの接続

において生じる責任は、契約者が負うものとしま

す。 

 

        3 契約者は、Amazon Web Services接続に係る

プランの変更を請求することはできないものと

します。 

 

        4 当社は、Amazon Web Services接続につい  
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て、利用するメニュー等に係る基本額とそのメニ

ュー等に対応する加算額を適用します。 

       Microsoft A

zure Expre

ssRoute接

続 

1 Flexible InterConnectとMicrosoft Azureと

の間をFIC-ConnectionにてL3で接続する機能

を提供します。 

2 契約者は、契約者と異なる名義のMicrosoft Az

ureと接続する場合には、あらかじめそのMicros

oft Azureに係る契約者の同意を得るものとし

ます。この場合において、異なる名義のMicroso

ft Azureへの接続において生じる責任は、契約者

が負うものとします。 

 

       Microsoft A

zure Peerin

g Service接

続 

1 Flexible InterConnectとMicrosoft Corporati

onのアプリケーションサービスとの間をFIC-Co

nnectionにてL3で接続する機能を提供します。 

2 契約者は、契約者と異なる名義のアプリケーシ

ョンサービスと接続する場合には、あらかじめそ

のアプリケーションサービスに係る契約者の同

意を得るものとします。この場合において、異な

る名義のアプリケーションサービスへの接続に

おいて生じる責任は、契約者が負うものとしま

す。 

 

       Google Clo

ud接続 

1 Flexible InterConnectとGoogle Cloud(TM)

(以下Google Cloudとします。)との間をFIC-Co

nnectionにてL3で接続する機能を提供します。 

 

        2 契約者は、契約者と異なる名義のGoogle Clou

dと接続する場合には、あらかじめそのGoogle 

Cloudに係る契約者の同意を得るものとします。

この場合において、異なる名義のGoogle Cloud

への接続において生じる責任は、契約者が負うも

のとします。 
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        3 契約者は、Google Cloud接続において1Gを超

えるプランへの変更を請求することはできない

ものとします。 

 

        4 契約者は、Google Cloud接続において1Gを超

えるプランから他のプランへの変更を請求する

ことはできないものとします。 

 

       Universal 

Oneサービ

ス接続 

1 Flexible InterConnectとUniversal Oneサー

ビス（VPNサービスに限ります。以下同じとしま

す。）との間をFIC-ConnectionにてL3で接続す

る機能を提供します。 

 

        2 契約者は、本メニュー申込みと同時にUniversa

l Oneサービス契約約款に基づきクラウドコネ

クト接続機能のFlexible InterConnect接続タイ

プを申込むことに同意します。 

 

        3 前項の場合において、接続するUniversal One

サービスの代表契約者の名義が異なるときは、そ

の代表契約者に代わって契約者がそのクラウド

コネクト接続機能のFlexible InterConnect接続

タイプを申込むことについて、あらかじめその代

表契約者の同意を得るものとします。この場合に

おいて、異なる名義のUniversal Oneサービスへ

の接続において生じる責任は、契約者が負うもの

とします。 

 

       Oracle Clou

d接続 

1 Flexible InterConnectとOracle Corporation

のアプリケーションサービスとの間をFIC-Conn

etionにてL3で接続する機能を提供します。 

 

        2 契約者は、契約者と異なる名義のOracle Corp

orationのアプリケーションサービスと接続する

場合には、あらかじめそのOracle Corporation

のアプリケーションサービスに係る契約者の同

 



Smart Data Platformサービス利用規約 共通編 【現改⽐較表】 2026年3⽉24⽇時点 

～2026年3⽉23⽇ 2026年3⽉24⽇～ 

 

意を得るものとします。この場合において、異な

る名義のOracle Corporationのアプリケーショ

ンサービスへの接続において生じる責任は、契約

者が負うものとします。 

    備考  

    1 当社は、FIC-Connectionに係る使用状況等の情報を提供するサービスとして、

全契約者にトラフィックデータの閲覧を提供します。 

 

    2 契約者は、当社による契約者の通信に係るトラフィックデータの取得について

あらかじめ包括的に同意するとともに、FIC-Connectionを通じて契約者と異な

る名義のサービスと接続する場合には、あらかじめそのサービスの契約者の同意

を取得していただきます。 

 

    3 当社は、Flexible InterConnectの一部又は全部が全く利用できない状態の時間

の算出については、トラフィックデータの表示値にかかわらず、本別冊第3条（料

金の支払い義務）、共通編第27条（責任の制限）、共通編料金表通則及び共通編料

金表第1表（利用料金の適用等）に係る算定方法に基づき行います。 

 

    4 当社は、トラフィックデータの正確性及び完全性について保証をしないものと

し、トラフィックデータの利用に起因する契約者又は第三者の損害について、当

社の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負いません。 

 

    5 契約者は、FIC-Connectionに係るメニュー等の変更(プランの変更を除きま

す。)を請求することはできません。 

 

 

a b以外のもの 

 

(b) スタンダードのもの 

 (i) (ii)以外のもの 

 メニュー 提供条件等   メニュー 提供条件等  

 FIC-Connection 1～7 （略）   FIC-Connection（スタンダ

ードのものであって(ii)以外

のものに限ります。以下(i)に

おいて同じとします。） 

1～7 （略）  

   8 接続先として異なるテナントのFIC-Port(Basi

c)を指定する時は、その異なるテナントに係る契

約者（以下(1) Flexible InterConnectにおいて

「異テナント契約者」といいます。）の承諾を要

    8 接続先として異なるテナントのFIC-Port(Basi

c)を指定する時は、異テナント契約者の承諾を要

します。 
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します。 

   9 接続先としてFIC-Port（XaaS）、FIC-Virtual P

ort(XaaS)又はFIC-Router(XaaS)を指定すると

きは、そのFIC-Port(XaaS)、FIC-Virtual Port(X

aaS)又はFIC-Router(XaaS)に係る契約者（以下

(1) Flexible InterConnectにおいて「XaaS契約

者」といいます。）の承諾を要します。 

 このほか、そのXaaS契約者の契約条件等にあ

らかじめ同意していただく必要があります。 

    9 接続先としてXaaSのリソースを指定するとき

は、そのXaaS契約者の承諾を要します。 

なお、スタンダードのものについては、接続先と

してFIC-Port（XaaS）、FIC-Virtual Port(XaaS)

又はFIC-Router(XaaS)を指定できるものとし

ます。 

 このほか、そのXaaS契約者の契約条件等にあ

らかじめ同意していただく必要があります。  

 

   10～13 （略）     10～13 （略）  

  （略） （略）    （略） （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 （略）   （略）  

 

b FIC-Connection(Entry)に係るもの 

 

(ii) FIC-Connection(Entry)  

 メニュー 提供条件等   メニュー 提供条件等  

 FIC-Connection(Entry) （略）   FIC-Connection(Entry) （略）  

 FIC-Connec

tion 

SDPF Clou

d/Server接

続 

（略）   FIC-Connec

tion(Entry) 

SDPF Clou

d/Server接

続 

（略）  

  Universal 

Oneサービ

ス接続 

（略）    Universal 

Oneサービ

ス接続 

（略）  

 （略）   （略）  

 

(F) Flexible InterConnect 付加機能 

 

f Flexible InterConnect 付加機能 

 メニュー 提供条件等   メニュー 提供条件等  

 Flow-monitoring 1～2 （略）   Flow-monitoring 1～2 （略）  

        3 当社は、本メニューをスタンダードのものとし

て提供します。 

 

  （略） （略）    （略） （略）  
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B 料金算定方法 B 料金算定方法 

(A) （略） (A) （略） 

 

(B) Flexible InterConnectの次に掲げるメニュー又は付加機能の利用料金の額

は、１の料金⽉において次に掲げる算定方法及び当社のサービスサイト(https://

sdpf.ntt.com/)に掲載するWeb料金表に基づき、メニュー等ごとに算出するもの

とします。 

 

(B) Flexible InterConnectの次に掲げるメニュー又は付加機能の利用料金の額

は、１の料金⽉において次に掲げる算定方法及び当社のサービスサイト(https://

sdpf.ntt.com/)に掲載するWeb料金表に基づき、メニュー等ごとに算出するもの

とします。 

a FIC-ConnectionのAmazon Web Services接続（L3接続のものに限ります。） a FIC-ConnectionのAmazon Web Services接続（プレミアムのもの及びスタ

ンダードのもの（スタンダードのものはL3接続のものに限ります。）） 

(a)～(b) （略） 

 

(a)～(b) （略） 

 

b （略） b （略） 

  




